
◆
功
績
の
概
要
◆ 

嘉
永
４(

１
８
５
１)

年
、
東
木
倉
村
（
現

在
の
那
珂
市
東
木
倉
）に
農
民
の
子
と
し
て

生
ま
れ
ま
し
た
。
当
時
の
水
戸
藩
に
は
「
大

日
本
史
」
を
編
さ
ん
す
る
「
彰
考
館
」
が
あ

り
、
そ
こ
の
総
裁
・
豊
田
天
功
が
親
戚
で
あ

っ
た
た
め
、
12
歳
で
そ
の
家
の
奉
公
人
と

な
り
ま
し
た
。
豊
田
天
功
が
病
死
す
る
と
、

後
を
継
い
だ
豊
田
小
太
郎
に
仕
え
ま
し
た

が
、
慶
応
元
（
１
８
６
５
）
年
に
小
太
郎
が

京
都
で
暗
殺
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

慶
応
３
（
１
８
６
７
）
年
に
水
戸
藩
南
御

郡
方
役
人
に
な
り
働
い
て
い
ま
し
た
が
、あ

る
日
、郡
方
役
所
で
パ
リ
万
博
の
土
産
品
の

時
計
と
マ
ッ
チ
を
見
せ
ら
れ
て
驚
き
、
高
度

な
文
明
を
生
み
出
し
た
西
洋
の
学
問
を
学

ぼ
う
と
決
意
し
、
明
治
４(

１
８
７
１)

年
、

東
京
へ
出
ま
し
た
。
人
力
車
夫
や
巡
査
を
し

な
が
ら
、
中
村
正
直
の
私
塾
「
同
人
社
」
で

英
語
や
キ
リ
ス
ト
教
を
学
び
、自
由
、平
等
、

博
愛
の
精
神
を
学
び
ま
し
た
。 

明
治
12
（
１
８
７
９
）
年
27
歳
の
時
に

渡
米
し
、
貧
し
く
て
も
実
力
が
あ
れ
ば
成
功

で
き
る
こ
と
や
、議
会
政
治
の
大
切
さ
を
学

び
、
１０
年
後
の
明
治
22
（
１
８
８
９
）
年

に
バ
ー
モ
ン
ト
大
学
を
卒
業
し
て
帰
国
し

ま
し
た
。 

明
治
31
（
１
８
９
８
）
年
、
３
回
目
の

出
馬
と
な
る
第
５
回
総
選
挙
で
衆
議
院
議

員
に
初
当
選
す
る
と
、
以
後
連
続
当
選
10

回
、
大
正
13
（
１
９
２
４
）
年
５
月
の
総

選
挙
で
落
選
し
て
政
界
を
引
退
す
る
ま
で
、

主
と
し
て
政
友
会
に
所
属
し
活
躍
し
ま
し

た
。氏
は
地
元
支
持
者
に
議
会
報
告
書
を
送

る
程
度
で
、
自
ら
は
選
挙
運
動
を
せ
ず
、
支

持
者
の
有
志
が
無
報
酬
で
選
挙
運
動
を
行

い
選
挙
違
反
者
は
１
人
も
出
し
ま
せ
ん
で

し
た
。 

 

衆
議
院
議
員
に
な
っ
て
間
も
な
い
明
治

32
（
１
８
９
９
）
年
に
、「
国
民
教
育
授
業

料
全
廃
の
建
議
」
、「
義
務
教
育
費
国
庫
補
助

法
案
」
を
提
出
し
、
可
決
さ
せ
、
以
後
一
貫

し
て
義
務
教
育
の
普
及
と
充
実
の
た
め
の

立
法
に
尽
力
し
ま
し
た
。そ
し
て
義
務
教
育

の
無
償
化
に
対
す
る
、子
ど
も
の
側
の
責
務

的
な
規
範
と
し
て
、
未
成
年
者
の
禁
煙
・
禁

酒
の
法
律
化
に
着
手
し
、
明
治
32 (

１
８

９
９) 

年
、「
未
成
年
者
喫
煙
禁
止
法
」
を

提
出
し
ま
し
た
。こ
れ
は
そ
の
議
会
で
比
較

的
容
易
に
成
立
し
ま
し
た
が
、
明
治
34
（
１

９
０
１
）
年
に
提
出
し
た
「
未
成
年
者
飲
酒

禁
止
法
」
は
衆
議
院
で
否
決
さ
れ
、
大
正
11

（
１
９
２
２
）
年
に
成
立
す
る
ま
で
に
は
、

19
回
の
法
案
提
出
と
、
21
年
の
歳
月
を
要

し
ま
し
た
。 

 

ま
た
、
郷
土
の
開
発
の
た
め
に
尽
力
し
、

水
戸
・
郡
山
間
の
142.3
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
結

ぶ
鉄
道
敷
設
建
議
案
を
明
治
44
（
１
９
１

１
）
年
か
ら
議
会
に
提
出
し
、
10
年
を
経

て
両
院
を
通
過
さ
せ
ま
し
た
。
大
正
９
（
１

９
２
０
）
年
か
ら
工
事
は
始
ま
り
、
昭
和
９

（
１
９
３
４
）年
水
郡
線
と
し
て
全
線
が
開

通
し
ま
し
た
。 

そ
の
他
、
中
南
米
移
民
の
促
進
、
国
語
調

査
会
（
国
語
審
議
会
の
前
身
）
の
設
置
、
ロ

ー
マ
字
調
査
審
議
会
の
設
置
、東
海
村
村
松

海
岸
の
砂
防
林
植
栽
事
業
の
推
進
、利
根
川

の
治
水
工
事
の
促
進
、
高
層
気
象
台
（
現
在

の
つ
く
ば
市
）
の
設
置
な
ど
、
数
多
く
の
業

績
を
残
し
、昭
和
８
（
１
９
３
３)

年
１
月
、

83
歳
で
永
眠
し
ま
し
た
。 

 
◆
名
誉
市
民
選
定
の
理
由
◆ 

「
義
務
教
育
費
国
庫
補
助
法
」、「
未
成
年
者

喫
煙
禁
止
法
」、「
未
成
年
者
飲
酒
禁
止
法
」

を
成
立
さ
せ
、誰
も
が
無
償
で
義
務
教
育
を

受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
子
ど

も
た
ち
を
た
ば
こ
や
酒
の
害
か
ら
守
っ
た

功
績
は
、
政
治
家
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
教

育
者
と
し
て
の
評
価
も
大
き
な
も
の
が
あ

り
ま
す
。 

ま
た
、
水
郡
線
敷
設
に
尽
力
し
、
公
共
交

通
の
整
備
と
地
域
の
発
展
に
多
大
な
貢
献

を
し
ま
し
た
。氏
の
常
に
地
域
社
会
の
こ
と

を
考
え
な
が
ら
新
し
い
こ
と
に
挑
戦
し
て

い
く
姿
勢
は
、現
代
社
会
に
お
い
て
も
人
材

養
成
の
モ
デ
ル
と
な
り
得
る
人
物
で
あ
り
、

郷
土
の
誇
り
と
し
て
尊
敬
に
値
す
る
も
の

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
、名
誉
市
民
と
し

て
選
定
し
ま
し
た
。 

 

【
略
年
表
】 

  

１
８
５
１
年
（
嘉
永
４
年
） 

１
８
６
３
年
（
文
久
３
年
） 

１
８
６
７
年
（
慶
応
３
年
） 

１
８
７
１
年
（
明
治
４
年
） 

１
８
７
９
年
（
明
治
１２
年
） 

１
８
８
５
年
（
明
治
１８
年
） 

１
８
８
９
年
（
明
治
２２
年
） 

１
８
９
０
年
（
明
治
２３
年
） 

１
８
９
４
年
（
明
治
２７
年
） 

１
８
９
８
年
（
明
治
３１
年
） 

１
８
９
９
年
（
明
治
３２
年
） 

 

１
９
２
２
年
（
大
正
１１
年
） 

１
９
２
４
年
（
大
正
１３
年
） 

１
９
３
３
年
（
昭
和
８
年
） 

１
９
３
４
年
（
昭
和
９
年
） 

東
木
倉
村
で
生
ま
れ
る 

豊
田
家
の
奉
公
人
（
家
僕
）
に
な
る 

水
戸
藩
南
御
郡
方
役
人
に
な
る 

上
京
し
働
き
な
が
ら
私
塾
で
学
ぶ 

渡
米 

バ
ー
モ
ン
ト
大
学
入
学 

バ
ー
モ
ン
ト
大
学
卒
業 

帰
国 

第
１
回
総
選
挙
落
選 

中
南
米
視
察 

第
５
回
総
選
挙
当
選
（
初
当
選
） 

義
務
教
育
費
国
庫
補
助
法
成
立 

未
成
年
者
喫
煙
禁
止
法
成
立 

未
成
年
者
飲
酒
禁
止
法
成
立 

総
選
挙
落
選 

政
界
引
退 

８３
歳
で
逝
去 

水
郡
線
全
線
開
通 

那
珂
市
名
誉
市
民
紹
介 

 

（
故
）
根
本

ね

も

と 

正
し
ょ
う 

氏 

 

嘉
永
４
年
１０
月
９
日
～
昭
和
８
年
１
月
５
日 

（
１
８
５
１
年
） 

 
 

（
１
９
３
３
年
） 


